
１．預 金 積 金
　地域の過疎化の進行等、相変わらず厳しい環境下にある中、
期末残高は４５４,１０３百万円、対前期比１６,８７３百万円 
３.８％と顕著な伸びとなりました。
　預金者別では、個人は対前期比７,１９５百万円 ２.１％、法
人も対前期比９,６７７百万円　９.９％（うち公金　対前期比
１,６３０百万円 ４.７％）それぞれ増加しました。
２．貸　出　金
　事業者向け貸出金のうち運転資金は、新型コロナウイルス感
染拡大による資金繰り悪化への迅速な対応に努めた結果、その
他サービス、宿泊業、卸・小売業、飲食業等で増加を示し、対
前期比１,９８９百万円 ８.９％増加しました。一方、設備資金
は、先行きに対する不透明感があり、不動産業、電気、ガス、
水道、熱供給業等で増加したものの、宿泊業、卸・小売業、建
設業、製造業等で減少し、対前期比６１１百万円 ２.９％減少し
ました。
　貸出金総体では、期末残高８２,１８６百万円となり、対前期
比２０９百万円 ０.３％減少しました。このうち、事業者向けは
１,３７７百万円 ３.２％増加しましたが地方公共団体向けは７２２
百万円 ４.３％減少、個人向けの住宅資金や消費者ローンは
８６４百万円 ３．９％減少しました。
３．純資産の部
　期末残高は５６,５６２百万円で対前期比１,０４７百万円 
１.８％減少しました。純資産の部のうち、会員勘定は対前期比
２０１百万円 ０.３％増加しましたが、その他有価証券評価差額
金が対前期比１,２４８百万円 ２０.２％減少したためです。
　剰余金処分後の内部留保額は利益準備金・特別積立金等を合
わせて５００億円を超えており、自己資本も更に充実いたしま

した。なお自己資本比率についてはバーゼルⅢに基づく計算の
結果、５７.２９％となりました。
４．損　　　益
①経常収益
　経常収益の多くを占める資金運用収益は、利回りの低下等に
より、有価証券利息配当金が対前期比３４３百万円減少したこ
と等から、対前期比４３６百万円の減少となりました。
　一方で保有有価証券の売却により国債等債券売却益で４１８
百万円、株式等売却益で２４４百万円計上しております。
　その結果、経常収益は４,６４４百万円、対前期比７２０百万
円 １３.４％の減益となっております。
②経常費用
　資金調達費用は、預金利回りが若干低下したことにより、対
前期比１９百万円減少しております。
　また、一般個別貸倒引当金繰入額については、新型コロナウ
イルス感染症に係る金庫独自の信用特別枠に引当を行ったこと
等から対前期比１１８百万円増加しました。
　経費については、企業年金の費用処理等により人件費が対前
期比９１百万円増加しましたが、新型コロナウイルス感染症に
よる経済活動への影響等により物件費は対前期比１１９百万円
減少しました。
　その結果、経常費用は４,２７９百万円、対前期比２４百万円 
０.５％の微増となりました。
③利　　益
　経常利益は３６４百万円、対前期比７４４百万円 ６７.１％の
減益となり、当期純利益は２６１百万円、対前期比５２８百万円 
６６.９％の減益となりました。

　２０２０年度の日本経済は、新型コロナウイルス感染拡大
によって２度の緊急事態宣言が発令され、飲食業の夜間営業
時間短縮要請等、あらゆる分野で活動が制限されたことで、
サービス業を中心に著しく経済が落ち込みました。年度終盤
にワクチン接種が開始されたものの、収束の見通しは不透明
で予断を許さない状況です。
　当地域においても、新型コロナウイルスの影響により観
光・飲食業を中心に売上が大きく減少し、ホタテ等の魚価も
下落しました。資金繰り支援を中心とした危機対応は一巡し

たものの、感染拡大の第４波が訪れた場合、更に経済活動が
停滞し、企業倒産や自主廃業による雇用環境の悪化も予想さ
れる状況です。
　一方で、送電網整備事業の工事が順調に進行しているほか、
コロナ禍対策として飲食店等による料理のテイクアウトや、
各地でプレミアム商品券事業が実施されました。また、複合
スポーツ施設「稚内市みどりスポーツパーク」も完成し、ス
ポーツ振興を軸とした内外訪問人口増加への取り組みも行わ
れています。      

　２０２０年度は、〈経営体制〉〈指標金利〉〈幹部職員〉を重
点課題に次の方針で事業を推進して参りました。
　①創立７５周年を機に、１００周年を視野に入れた経営管理態
勢を再編整備する

　②ＡＬＭにおける重要指標であるＬＩＢＯＲの公表停止に備え
る

　③経営陣主導の対話機会を拡充、幹部職員の管理能力向上を
図る

事 業 方 針
経 営 方 針

事 業 概 況

金融経済概況

業　　　　績
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1．中小企業の経営支援に関する取組方針
　創立以来「地域との共存共栄」を標榜し、経営理念である「信条」のもと、今後も地域や住民にとってなくてはならない「地
元の金融機関」であり続けることを目的に、日常的・継続的な相談・支援および関係強化を図っており、従来より地域金融の円
滑化に努めて参りましたが、より一層地域の中小企業および個人のお客さまに必要な資金を安定的に供給し、地域経済の発展に
寄与するため、以下の方針に基づき、全力を傾注して取組んで参ります。 

　地域の中小企業および個人のお客さまへの安定した資金供給は、事業地域が限定された協同組織金融機関である信用金庫に
とって、最も重要な社会的使命です。 
　稚内信用金庫は、お客さまからの資金需要や貸付条件の変更等のお申込みがあった場合には、これまでと同様、お客さまの
抱えている問題を十分に把握したうえで、その解決に向けて真摯に取り組みます。

2．中小企業の経営支援に関する態勢整備の状況
　上記の取組方針を適切に実施するため、以下のとおり、必要な態勢整備を図っております。

・本取組方針および金融円滑化管理規程の制定
・「お借入条件変更等に関する相談窓口」を各営業店に設置のうえ、受付主担当者・副担当者を配置し、審査部を統括部署と
する態勢整備を実施 
・職員にお客さまの事業価値を見極める能力（目利き力）を向上させるため、各種講座への派遣・通信講座の受講・庫内研修
会を実施 
・複数の金融機関から借入を行っているお客さまから借入条件の変更等の申し出があった場合など、他の金融機関や信用保証
協会等と緊密な連携を図る必要が生じたときは、守秘義務に留意しつつ、お客さまの同意を得たうえで、これらの関係機関
と情報の確認・照会を行うなど、緊密な連携を図りながら地域金融の円滑化を実施 
・経営改善が必要な企業や事業承継が必要な企業につきましては、外部機関との業務提携・連携により専門家派遣等の支援を
実施

3．中小企業の経営支援に関する取組状況
①創業・新規事業開拓の支援
・稚内信用金庫制度融資 地域活性化まちづくりファンド「みらい応援資金Ⅱ」、ビジネスサポート「飛躍」、信用保証制度
などの活用、事業計画作成や創業時に各自治体等が設けている助成金活用等の支援を実施
②成長段階における支援
・（一社）東海地区信用金庫協会主催「第15回ビジネスフェア2020」、北の恵み　食べマルシェ実行委員会主催「北の恵み
食べマルシェ2020　ONLINE」への出展斡旋、（公財）北海道中小企業総合支援センター共催「食のビジネスマッチング
2020 in 稚内」開催等により、ビジネスマッチングを活用した販路拡大支援を実施
・お客さまが設備投資を計画する際、利用可能な各支援制度の概要周知や各種補助金・助成金等の申請手続きの支援を実施
・稚内信用金庫制度融資 地域活性化まちづくりファンド「みらい応援資金Ⅱ」およびビジネスサポート「飛躍」により不動
産担保や第三者保証に依存しない融資による支援を実施
③経営改善・事業再生・業種転換等の支援
・新型コロナウイルス感染症による資金繰り悪化へ迅速に対応すべく、独自に無担保・無保証での貸出を創設
・資金繰り対応と合わせ、営業店と審査部が連携し事業者の持続可能性を検討しながら経営改善支援を実施
・営業店と総合企画部が連携し事業再構築補助金申請に向けた計画作成を通じて事業再生を支援
・企業の金融円滑化を図るとともに、制度融資を活用し、経営の安定化および営業店、審査部が連携を図りながら貸付条件変
更等に積極的に対応し、モニタリング等を通じて事業改善の進捗状況を確認しながら継続的に事業再生支援を実施
・（公財）北海道中小企業総合支援センター、北海道事業引継ぎ支援センター、商工会議所・商工会と連携して「事業承継セ
ミナー」と「個別相談会」を開催し、専門家派遣を通じてお客さまの親族間承継やＭＢＯ（社内承継）、Ｍ＆Ａ（第三者へ
の承継）等、事業承継支援を実施
・稚内地区「稚内しんきんてっぺん士業の会」、旭川地区「旭川地区士の会」、札幌地区「札幌地区てっぺん士族の会」と連
携して、様々な事業相談に対応できる体制を構築
・必要に応じて商工会議所、商工会、信金中央金庫等の外部機関との連携を実施
④地域の活性化に関する取組状況
・地域経済の活性化を目的とした「商工会議所・商工会」や「わっかない産業クラスター研究会」等の地域各種団体と連携し、
各種事業活動に積極的に参画
・稚内市内の中央・南・東地区を地域再生重要拠点とした「地域活性化資金」を通じて資金面の支援を実施
・「てっぺん塾」セミナー・意見交換会などを通じて、次代を担う若手経営者の育成等に注力

中小企業の経営の改善及び地域の活性化のための取組の状況
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1　預金及び定期積金の受入れ
2  資金の貸付け及び手形の割引
3  為替取引
4  上記１～3の業務に付随する次に掲げる業務その他の業務
（1）　債務の保証又は手形の引受け
（2）　有価証券（(5)に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除く。）の売買（有価証券関連

デリバティブ取引に該当するものを除く。）又は有価証券関連デリバティブ取引（投資の目的をもってするものに限る。）
（3）　有価証券の貸付け
（4）　国債証券、地方債証券若しくは政府保証債券（以下「国債証券等」という。）の引受け（売出しの目的をもってするものを除

く。）並びに当該引受けに係る国債証券等の募集の取扱い及びはね返り玉の買取り
（5）　金銭債権の取得又は譲渡及びこれに付随する業務（除く商品投資受益権証書の取得・譲渡に係る付随業務）
（6）　短期社債等の取得又は譲渡
（7）　次に掲げる者の業務の代理

　　　
　　　

（8）　次に掲げる者の業務の代理又は媒介（内閣総理大臣の定めるものに限る。）
　　　  金庫（信用金庫及び信用金庫連合会）
（9）　信託会社又は信託業務を営む金融機関の業務の媒介（内閣総理大臣の定めるものに限る。）
　　　　信金中央金庫
（10）　国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
（11）　有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
（12）　振替業
（13）　両替
（14）　デリバティブ取引（有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。）であって信用金庫施行規則で定めるもの（(5)
　　　  に掲げる業務に該当するものを除く。）
（15）　金融等デリバティブ取引（(5)及び(14)に掲げる業務に該当するものを除く。）
（16）　金の取扱い

5　国債証券、地方債証券、政府保証債券その他の有価証券について金融商品取引法により信用金庫が営むことのできる業務（上記4に
より行う業務を除く。)

6　法律により信用金庫が営むことのできる業務
（1）　保険業法（平成７年法律第１０５号）第２７５条第１項により行う保険募集
（2）　当せん金付証票法の定めるところにより、都道府県知事等からの委託または都道府県知事等の承認を得て行われる受託機関か

らの再委託に基づき行う当せん金付証票の販売事務等
（3）　確定拠出年金法（平成１３年法律第８８号）により行う業務
（4）　高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成１３年法律第２６号）の定めるところにより、高齢者居住支援センタ－からの委

託を受けて行う債務保証の申込の受付及び保証債務履行時の事務等（債務の保証の決定及び求償権の管理回収業務を除く。）
（5）　電子記録債権法（平成１９年法律第１０２号）第５８条第２項の定めるところにより、電子債権記録機関の委託を受けて行う

電子債権記録業に係る業務

株式会社日本政策金融公庫
独立行政法人住宅金融支援機構
独立行政法人勤労者退職金共済機構
独立行政法人福祉医療機構
日本銀行
年金積立金管理運用独立行政法人
独立行政法人北方領土問題対策協会
独立行政法人農林漁業信用基金

農業信用基金協会
独立行政法人中小企業基盤整備機構
独立行政法人環境再生保全機構
日本酒造組合中央会
一般社団法人しんきん保証基金
一般社団法人全国石油協会
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

金庫の主要な事業内容（業務の種類）

4．「経営者保証に関するガイドライン」への取組
　「経営者保証に関するガイドライン」及び「事業承継時に焦点を当てた、『経営者保証に関するガイドライン』の特則」の趣旨
や内容を十分に踏まえ、お客さまからお借入れや保証債務整理の相談を受けた際に真摯に対応するための態勢を整備しています。
　また、経営者保証の必要性については、お客さまとの丁寧な対話により、法人と経営者の関係性や財務状況等を把握し、同ガ
イドライン等の記載内容を踏まえて十分に検討するなど、適切な対応に努めています。
　なお、２０２０年度は稚内信用金庫において、新規に無保証で融資をした件数は２７４件、新規融資に占める経営者保証に依
存しない融資の割合は１３.３％、保証契約を解除した件数は１６件です。
　「保証債務整理」については、稚内信用金庫をメイン金融機関として成立に至った経営者保証に関するガイドラインに基づく
お申し出はありませんでした。




